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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
号

令
和
三
年
度
に
お
い
て
、
次
の
県
統
計
調
査
を
実
施
す
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

県
統
計
調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
調
査

２

目
的

県
内
の
民
間
事
業
所
に
お
け
る
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
等
の
推
進
に
関
す
る
実
態
を
把
握

し
、
今
後
の
労
働
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
。

二

県
統
計
調
査
の
対
象
の
範
囲

日
本
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る
大
分
類
「
鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

「
建
設
業

「
製

」
、

」
、

造
業

「
電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

「
情
報
通
信
業

「
運
輸
業
、
郵
便
業

「
卸
売

」
、

」
、

」
、

」
、

業
、
小
売
業

「
金
融
業
、
保
険
業

「
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業

「
学
術
研
究
、
専
門
・
技

」
、

」
、

」
、

術
サ
ー
ビ
ス
業

「
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

「
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業

「
教

」
、

」
、

」
、

育
、
学
習
支
援
業

「
医
療
、
福
祉

「
複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
及
び
「
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分

」
、

」
、

類
さ
れ
な
い
も
の

」
に
属
し
、
従
業
者
数
が
三
十
人
以
上
の
県
内
の
民
間
事
業
所

）

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項

事
業
所
に
関
す
る
事
項

(1)

労
働
時
間
制
度
に
関
す
る
事
項

(2)

働
き
方
改
革
に
関
す
る
事
項

(3)

育
児
休
業
制
度
等
に
関
す
る
事
項

(4)

子
の
看
護
休
暇
に
関
す
る
事
項

(5)

介
護
休
業
制
度
等
に
関
す
る
事
項

(6)

多
様
な
正
社
員
制
度
に
関
す
る
事
項

(7)

女
性
の
活
躍
の
推
進
状
況
に
関
す
る
事
項

(8)

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
関
す
る
事
項

(9)
２

基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

令
和
三
年
十
月
一
日
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四

報
告
を
求
め
る
者

二
の
事
業
所
の
う
ち
二
千
事
業
所

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

郵
送
調
査

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

七

実
施
部
課
名

産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

岡
山
県

住
所

岡
山
県
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

氏
名

岡
山
県
知
事

伊
原
木
隆
太

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ

水
産
研
究
所

ー

所
在
地

瀬
戸
内
市
鹿
忍

番
６

6
6
4
1
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ
科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研
究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専
門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で種 類
環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの
に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの
業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄
施設（Ｎｏ.１） 施設（Ｎｏ．２～４） 施設（Ｎｏ．５） 施設（Ｎｏ.６） 施設（Ｎｏ.７）

（ ） （ ）能 力 810×490×250（mm） 510×490×200（mm） 1,410×450×250 mm 1,110×490×400 mm
510×490×200（mm）
×３基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後直ちに 同左 同左 同左 同左

同左 同左
使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続８時間 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.1 1 0.3 3 0.1 1 0.1 1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.0～9.0 5.0～9.0
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） － － － －
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10 5 10

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 10 50 10 50
同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） － － － － 同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1 7 1 7

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.1 1.3 0.1 1.3

大腸菌群数（個／㎤） － － － －

アンモニア,アンモニウム
－ － － －化合物,亜硝酸化合物及び 検出限界値未満 検出限界値未満 検出限界値未満 検出限界値未満

硝酸化合物(mg／Ｌ)

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

２ （Ｎｏ.２～４）から排出される汚水等の水量は各特定施設からの排水量の合計を示す。

令和３年９月７日　岡山県公報　第１２３２５号



区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ
科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研
究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専
門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で種 類
環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの
に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの
業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄
施設（Ｎｏ.８） 施設（Ｎｏ.９） 施設（Ｎｏ.10） 施設（Ｎｏ.11） 施設（Ｎｏ.12）

（ ）能 力 810×490×250（mm） 810×490×250（mm） 400Ｌ／分 ２～５Ｌ／分 1,410×400×250 mm

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後直ちに 同左 同左 同左 同左

断続週１～２回 断続週１～２回 断続週１～２回 断続週１～２回
使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

断続１時間 断続８時間 断続１時間 断続８時間
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続８時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.1 1 0.1 1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.0～9.0 5.0～9.0
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） － － － －
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10 5 10

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 10 50 10 50

油 分（㎎／Ｌ） － － － － 同左 同左 同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1 7 1 7

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.1 1.3 0.1 1.3

大腸菌群数（個／㎤） － － － －

アンモニア,アンモニウム
－ －化合物,亜硝酸化合物及び 検出限界値未満 検出限界値未満

硝酸化合物(mg／Ｌ)

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ
科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研
究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専
門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で

種 類
環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの
に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの
業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄
施設（Ｎｏ.13） 施設（Ｎｏ.14） 施設（Ｎｏ.15） 施設（Ｎｏ.16） 施設（Ｎｏ.17）

（ ） （ ）能 力 300×470×280（mm） 345×1,360×200 mm １～３Ｌ／分 1,880×465×200 mm660×385×250（mm）
×２槽

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後直ちに 同左 同左 同左 同左

断続週１～２回使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 同左 同左 同左 同左断続８時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.1 1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.0～9.0
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） － －
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 10 50

油 分（㎎／Ｌ） － － 同左 同左 同左 同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1 7

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.1 1.3

大腸菌群数（個／㎤） － －

アンモニア,アンモニウム
－ －化合物,亜硝酸化合物及び

硝酸化合物(mg／Ｌ)

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ 71の２－イ
科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研 科学技術に関する研
究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専 究、試験、検査又は専
門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で 門教育を行う事業場で

種 類
環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの 環境省令で定めるもの
に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの に設置されるそれらの
業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄 業務の用に供する洗浄
施設（Ｎｏ.18） 施設（Ｎｏ.19） 施設（Ｎｏ.20,21） 施設（Ｎｏ.22） 施設（Ｎｏ.23,24）

1,410×400×200 mm 810×420×180（mm）能 力 810×400×250（mm） 1,080×345×200 mm 1,080×345×200 mm（ ） （ ）（ ）
×２基 ×２基

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後直ちに 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後直ちに 同左 同左 同左 同左

断続週１～２回 断続週１～２回 断続週１～２回使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 同左 同左断続１時間 断続８時間 断続１時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.1 1 0.1 1 0.2 2 0.1 1 0.2 2
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.0～9.0
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／Ｌ） － －
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 5 10

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 10 50

油 分（㎎／Ｌ） － －
同左 同左 同左 同左

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 1 7

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.1 1.3

大腸菌群数（個／㎤） － －

アンモニア,アンモニウム
－ －化合物,亜硝酸化合物及び

硝酸化合物(mg／Ｌ)

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
２ （Ｎｏ.20,21）及び（Ｎｏ.23,24）から排出される汚水等の水量は各特定施設からの排水量の合計を示す。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項
該当施設なし

(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 排水口１ 排水口２ 排水口３ 雨水排水口１～５

新 設 新 設 新 設 新 設
区 分

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大

水 量（㎥／日） 1,046 3,730 300 300 634 2,653 0 0

ｐ Ｈ 7.0～9.0 －

ＢＯＤ（mg／Ｌ） － － 同左 同左 － －

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 1 2 － －

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 3 20 3 40 3 20 － －

油 分（mg／Ｌ） － － － －

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 0.15 1 － －
同左 同左

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 0.02 0.3 － －

大腸菌群数 個㎤ － － － －（ ）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 令和３年９月７日から同月28日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び瀬戸内市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

重
度
障
害
支
援
セ
ン
タ
ー
す
ま
い
る
ハ
ウ
ス

２

所
在
地

笠
岡
市
神
島
三
九
一
四
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
ま
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
神
島
四
九
五
九
番
地

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
九
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
五
〇
〇
〇
三
三

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

津
山
市
加
茂
町
小
渕
字
陰
平
五
九
四
の
九
一
か
ら
五
九
四
の
一
〇
七
ま
で
、
五
九
四
の
一
二
一
、

字
坊
ケ
谷
七
四
八
か
ら
七
五
一
ま
で
、
七
五
二
の
二
、
七
五
二
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
坊
ケ
谷
七
五
二
の
三

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
津
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

大
島
美
の
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
旧
笠
岡
湾
漁
業
協
同
組
合
の
区
域

二

区
分

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
の
区
間
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

一
七
九
号

三

指
定
の
区
間

区

間

新
旧
別

延
長(

ｍ)

指
定
の
部
分

新

七
八
二
・
〇

上
下
線

津
山
市
小
田
中
二
一
九
一
番
三
地
先
か
ら

津
山
市
二
宮
一
九
三
一
番
七
地
先
ま
で

旧

七
三
〇
・
〇

上
下
線

津
山
市
小
田
中
二
一
九
一
番
三
地
先
か
ら

津
山
市
二
宮
一
九
三
一
番
六
地
先
ま
で
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〔
三
七
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

旭
川
中
上
流
域

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
、
数

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
令

値
地
形
図
作
成
）

和
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
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〔
三
七
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
岡
谷
字
蓮
池
下
五
六
〇

九

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
島
二
七

一
モ
デ
ル
ノ
ブ
ロ
ー
テ
Ｃ
二
〇
二

－

渡
邉

悟
志

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
五
月
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
号

令和３年９月７日　岡山県公報　第１２３２５号



〔
三
七
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
高
木
四
四
四

六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
中
区
原
尾
島
八
七
九

一
パ
テ
ィ
オ
Ⅱ
三
〇
一

－

黄
江

泰
晴

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
五
号
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〔
三
七
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
立
川
字
下
沢
四
七
〇

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

赤
磐
市
立
川
六
七
九

元
宗

宏
寿

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
六
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
〇
〇
号
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